
秋田市告示第13号

次の差押調書（謄本）、配当計算書は、その送達を受けるべき者の住所

又は居所が明らかでないため送達できなかったので、地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２第１項の規定により公示送達する。

なお、当該書類は、企画財政部納税課に保管し、送達を受けるべき者が

請求したときは、いつでも交付する。

令和８年１月26日

秋田市長 沼 谷 純

１ 送達を受けるべき者の氏名および住所

住 所 東京都大田区蒲田五丁目３番３－303号

対象者 田 口 聖 也

２ 送達する書類

差押調書（謄本） １通

配当計算書 １通


